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１．研究計画の概要 

 わが国の解雇法制は解雇権濫用法理と

呼ばれる判例法理が中心となっている。

本研究は、この解雇法制の実態を解明し、

解雇法制が与える雇用形態、雇用法制へ

の影響を分析し、ひいては経済に与える

効果を推計し、望ましい解雇法制、雇用

法制の姿を考えることを目的とする。解

雇法制の重要性は、その経済に与える影

響はもちろん、労働者の技能形成の方法

や技能の種類、仕事の評価方法、非正規

労働者の待遇など、雇用関係の在り方を

規定するところにある。一方で、市場経

済における環境の変化は、判例法理の傾

向を変化させる可能性があり、解雇法制

や雇用法制に影響を与える。このような

市場経済と法制度のインタラクティブな

関係のもとで、望ましい法制度の在り方

と政府の役割を分析する。 

 

２．研究の進捗状況 

 本研究では、解雇規制を解雇費用として単

純化してとらえることによって、社会経済へ

の影響を数量的に把握する。本研究では、近

年の成果をサーベイしつつ、賃金の硬直性や

労働者の動機付けという新たな視点を導入

して、数量的な分析を進めている。また、失

業保険と解雇規制を比較できるようなモデ

ルの拡張を進めており、シミュレーションの

改善を行っている。 

 また、解雇規制を労使関係の構築に影響を

与える制度的インフラとしての側面に注目

する。良好な労使関係の構築に解雇規制がど

のような影響を与えるのか、労使間で自発的

なルールづくりはどこまで可能なのか、政府

が介在する必要性があるのか、が想定されて

いる課題である。この点については、新たな

理論モデルを構築し、解雇規制の存在が協調

的な労使関係の構築に正の影響を与えると

いう新たな視点を提供しつつあり、さらなる

精緻化に努めているところである。 

 この上記 2点は、これまでの取り組みから

最終年度の一定の完成を見込めるところま

できている。 

 このほかには、最低賃金が職場における技

能形成に与える影響を分析した論文、非正規

雇用と若年労働に関する法学的分析、雇用調

整と経営者の機能に関する論文が発表され、
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雇用に関する幅広い研究成果を出すことが

できている。 

 

３．現在までの達成度 

②おおむね順調に進展している。 

（理由） 

 最終年度において研究の取りまとめがで

きる十分なめどが立っているため。また、解

雇法制よりも幅広い視点で、最低賃金や有期

雇用法制についても研究の成果があがって

おり、十分進展していると判断している。 

 

４．今後の研究の推進方策 

 これまでの取り組みを継続的に進め、最終

年度できちんとした成果を取りまとめる。 
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